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第１回 あしやそだてるフェスタ 出店者募集要項 

 

１ 主 催  芦屋商工会 

 

２ 日 時  令和２年２月８日（土）・９日（日） 

        出店時間 

８日：午前１１時～午後３時００分（時間厳守） 

９日：午前１１時～午後３時００分（時間厳守） 

         ※出店準備は両日とも午前１０時～１１時 

 

３ 場 所  ラ・モール芦屋 １階アトリウム（エントランスホール） 

        芦屋市大原町２－６ 

         （JR 芦屋駅北口より大丸芦屋店に沿って東へ約３分） 

 

 

４ 出 店 

  (1)出 店 資 格  １．商工会会員 

          

  (2)募集店舗数  【ブース】最大１４店舗（1日あたり７店舗） 

           【ミニセミナー】最大８コマ（1日あたり４コマ） 

           出店申込者多数の場合は，商工会で調整させていただきます。 

  (3)出 店 位 置  商工会で指定します。出店位置の要望・変更は，一切受け付けられません。

ご了承ください。 

  (4)そ の 他  ８日か９日、いずれか１日は必ず出店することが条件です。出店時間は必

ず守っていただきます。（早めに閉店することもできません） 

           申請者から第三者へ出店の変更はできません。 

なお，会場および施設内は禁煙です。 



2 
 

またブースのほかミニセミナーの開催も行います（１社あたり 30 分程度） 

 

５ 出店料  【ブース】１日のみの場合３，０００円・２日間の場合 ５，０００円 

       【ミニセミナー】無料 

   ただし，既設の照明以外（ホットプレート等）に電力を使用する場合は，１，０００円を 

   を別途加算します。 

  ※出店料は開催の如何を問わず，お返しできませんのでご了承ください。 

  ※上記コンセントよりタコ足配線をされた場合，ブレーカーが落ちますので，タコ足配線は使

用しないでください。 

  ※火気厳禁、発電機の持込みは不可。 

 

６ 出店者より用意する設備 

  【ブース】 

   机（６０㎝×１８０㎝）１本 

     椅子４脚 

  【ミニセミナー】 

   プロジェクター、スクリーン、マイク  

 

７ 搬入・搬出に関すること 

   ・駐車場は用意していません。絶対に周辺道路に駐車しないでください。 

    有料駐車場 ラ・モール地下、ラ・モール向かいにコインパーキングがあります。 

   ・歩道は自転車の駐輪が禁止となっています。ラポルテ周辺の駐輪場（有料）をご利用くだ

さい。   

 

８ 食品を現場で調理する場合 

  芦屋健康福祉事務所（保健所）で「臨時出店届」または「営業許可（露店）」を取得してくださ

い。 

(1)「臨時出店届」 

食品関係事業者以外の方が，年１回さくらまつりのみに出店される場合は，臨時出店届

をしてください。 

(2)「営業許可（露店）」 

年に複数回出店される場合や，年に１回の出店でも食品関係事業者は，兵庫県（神戸市・

姫路市・尼崎市・西宮市以外の県民局（センター）長のもの）発行の営業許可証（露店）

が必要です。 

 

９ 火気の使用について 

  今回のイベントでは安全上の理由から火気厳禁とさせていただいております。あらかじめご了

承ください。 
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  なお電気機器（ホットプレート、ポット等）の持込みは可ですが，電気使用器具として出店申

込書に記載してください。 

 

10 申し込み方法 

  (1)窓  口  芦屋市商工会（担当：三方、西澤）  

          〒６５９－００６５ 芦屋市公光町４－２８ 

  (2)申込期間  令和元年１１月２５日～１２月１０日（土・日・祝を除く）の 

          午前８時３０分～午後５時３０分 

  (3)方  法  ①ホームページの申し込みフォーム 

    ②メールもしくは FAX 

     ホームページより申込書をダウンロードし、以下の宛先までお送り 

           ください。 

   メール：ask0110ashiyagawa@ashiya-net.or.jp 

   FAX : 商工会へ直接 

  ③商工会へ直接 

   記入した申込書をご持参ください。 

 

  (4)提出書類  ①出店申込書 

 

※ミニセミナーも希望される場合は、申し込み時に「ミニセミナー希望」にチェックを入れていた

だき、出店内容詳細にセミナー名と概要（１００字程度）をお書き添えください。 

 

 

11 出店者説明会 

  出店者は，必ずご出席ください。なお，ご本人の都合がつかない場合は，代理の方が必ず出席

してください。 

  (1)日  時  令和２年１月１７日（金）１５時～１７時 

  (2)場  所  芦屋市商工会２階会議室（駐車場はありません） 

  (3)その他   当日出店料を現金にてお支払いください。 

          出店料３，０００円（1日のみの場合） / ５，０００円（２日間の場合）  

          ※その他電気を使用する場合は、電気使用量１，０００円 

     当日、チラシ（Ａ４サイズ）を５０部お渡しいたします。 

         持ち帰れるようカバン等の準備をお願いします。 

 

12 その他 

 イベントに関するやりとりにはＦａｃｅｂｏｏｋグループを利用いたします。 

出店される方はＦａｃｅｂｏｏｋへの登録をお願いいたします。 

また出店決定後は、情報を見逃すことがないよう毎日チェックをお願いいたします。 
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もし Facebook の利用が難しい場合は商工会までご相談ください。 

 今回の出店について、出店者のみなさまにも集客をお願いしたく、一人当たり２０名以

上の声掛けをお願いいたします。 

 

 

 

 

13 問い合わせ 

   芦屋市商工会（担当：三方、西澤） 

   〒６５９－００６５ 芦屋市公光町４－２８ 

   電話：０７９７－２３－２０７１／ＦＡＸ：０７９７－３２－４１７７ 

 

  【食品の取り扱いについて】 

   芦屋健康福祉事務所（保健所）食品薬務衛生課 

   住所：〒６５９－００６５ 芦屋市公光町１－２３ 

   電話：０７９７－３２－０７０７／ＦＡＸ：０７９７－３８－１３４０ 

 

（参考１）提出物一覧 

 提出物 提出先 提出締切日 

全員必要なもの 

出店申込書 商工会 12 月 6 日 

誓約書 
商工会 １月 17 日 

出店料 

食品を調理する場合 
臨時出店届もしくは営業許

可証（露店） 

芦屋健康福

祉事務所

（保健所） 

１月 17 日 

※提出前に今一度ご確認ください。 

 ※提出締切日までにもれのないようご提出ください。  
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（参考２）第１回あしや、そだてる中止等の基準について 

 

１ 中止基準等 

(1)  下記の場合は，主催者は協議のうえ，中止を決定する。 

ア 大雨警報，洪水警報，暴風警報が芦屋市区域で発表され，解除の見込みがない場合 

イ 警報基準に満たない注意報であっても，天候の推移により気象の悪化等が予想される場合 

ウ 注意報が発令されていない場合でも，天候の悪化等が予想される場合 

エ その他自然災害及び社会的状況等により，明らかに開催が困難と想定される場合 

(2) 中止判断のタイミング 

ア 第１次中止判断 前々日の木曜日１６時 

イ 第２次中止判断 前日の金曜日１０時 

ウ 第３次中止判断 前日の金曜日１６時 

エ 第４次中止判断 当日の土曜日６時 

オ 開催中における中止判断 随時 

 

 

２ 中止決定後の対応について 

(1) イベント及び出店者の営業中止を会場アナウンスする。 

(2) イベント出演者及び出店者に，演奏等または営業を直ちに取りやめ撤収作業を行うよう促

す。 

(3) 公共交通機関最寄り駅においてその旨を広報し，市のホームページ等へ中止決定の掲載を

依頼する。 

(4) 芦屋警察署他，関係機関に中止決定を連絡する。 
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ブースレイアウト（案） 

 

 

 

ブースの使い方については基本的には自由です。 

ただし、自社ブースからははみ出すことのないようお願いいたします。 
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今回のイベントは「育」をテーマに、主に家族をターゲットとしています。 

ブースの内容も、テーマに沿った形でお願いいたします。 

 

 

＜ブース例＞ 

   

【食育】              【美育】             【香育】 

アイシングクッキー体験       スピリチュアルアート作り     アロマバスボム作り 

   

【技育】                【気育】             【知育】 

プログラミング体験         絵本読み聞かせ          カードゲーム、英語体験等 

【８つの「育」について】 

「知育」「徳育」「体育」「美育」「気育」「技育」「食育」「香育」 

 

人の資質を伸ばすために「知育」「徳育」「体育」を基盤として考え、学校教育の中で実践されてきました。  

「知育」とは、豊かな教養を育むこと。 「徳育」とは、礼節を重んじる心のこと。 「体育」とは、 

健康な身体を作ること。この三育が基本とされてきました。 

 これに加えて、歌人の正岡子規は「美育」「気育」「技育」の必要性を説きました。 

これを教育目標に掲げて実践する学校もあるようです。 「美育」とは美しいものを美しいと 

感動する心を育むこと、 「気育」とは、元気や根気、活気などの『気』のことで「生きる気持ちを育む」こと 

人を思いやる気持ちを育むこと。 

 「技育」とは、いわゆる「生活するための技術」を身につけることです。 

 さらに「食育」は、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるために国民全体として取り組むために

法律として平成１７年に制定されました。 
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【徳育】                【体育】              

親子でマナーを学ぼう         親子で身体を動かそう！  

 

その他・・・ 

 親子撮影会 

 ファッション相談 

 子育て相談 

 子供服・雑貨販売 

 普段頑張るママを癒すエステ体験 

 家計相談 

 お掃除体験 

 

 

＜ミニセミナー例＞ 

 親子のための話し方講座 

 はじめてのプログラミング 

 子どものためのお片づけ講座 

 ワンポイント語学レッスン 

 ママにしてあげよう！簡単ハンドケア講座 

 オリジナルのリビング空間の香りを作ろう 

 おそうじワンポイントセミナー 

 スマホでできる！写真撮影のコツ 

 

 

※楽器を使う等大音量、ヨガや体操などスペースを大きく使う、電力を多く使うなど

の場合は事前にご相談ください。 


